
補償コンサルタントの役割と
官民連携について
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私たちの暮らしを支える道路・河川・公園などの公共施設を新しく作る時
必要とされる土地を取得する用地補償業務をサポートします
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土地政策推進連携協議会と補償コンサルタント協会

四国地区土地政策推進連携協議会規約より抜粋

（目的）
第２条 本会は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（

平成３０年法律第４９号（令和４年４月２７日改定）。以下「所有者不明土
地法」という。）」の適正かつ円滑な施行を図るとともに、地方公共団体が

    行う用地業務、地籍調査等の土地政策を推進するため、関係する行政機関
及び団体が連携することにより、もって当該業務の円滑な遂行に寄与するこ
とを目的とする。

（活動）
第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

一 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援
二 前号に掲げるもののほか、所有者不明土地問題の解決に関する情報共有

及び支援
三 地方公共団体等の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有

及び支援
四 その他土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援
五 前各号に関する相談体制（ネットワーク）の構築、相談窓口の設置
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国土交通省HPより引用
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２．所有者不明土地問題に関する取組
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所有者不明土地問題に関する取組
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所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議（第１５回）資料



所有者不明土地問題に関する取組
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国土交通省HPより引用



所有者不明土地問題に関する取組
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国土交通省HPより引用



所有者不明土地問題に関する取組
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国土交通省HPより引用



所有者不明土地問題に関する取組
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国土交通省HPより引用



所有者不明土地問題に関する取組
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法務省HPより引用



３．用地取得業務における
補償コンサルタントの役割
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16一般社団法人日本補償コンサルタント協会HPより



17一般社団法人日本補償コンサルタント協会HPより



① 用地アセスメント業務
地図混乱や土壌汚染の状況、事業反対者や権利関係の状況、地籍調査の
実施状況や着手見込みなど、用地取得に関するリスク情報の収集を行い
ます。
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② 意向調査業務
その事業に関する地域住民の意向を把握するため、アンケート調査等を
行います。

③ 生活再建調査業務
ダム事業などの大規模な事業により生活の基盤に大きな変化をもたら
すときに、生活再建に関する先例調査や関係者の意向などについて調
査を行います。

計画準備



④ 公共用地取得計画図書の作成業務
用地取得に関するリスク情報への対応方法、用地補償費の概算、用地取得
に要する期間、用地取得の執行体制などに関する参考図書の作成を行いま
す。
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⑤ 関係住民に対する補償方針に関する説明業務
事業計画や補償の方針などを関係者に説明するため、説明会の開催通知、
会場設営、補償方針に関する説明などを行います。

計画準備



⑦ 用地調査等業務
補償の対象となる建物等の物件、営業その他通常損失に関する事項につい
て調査を行います。また、消費税等相当額の補償の必要性に関する調査、
大規模工場等の影響範囲等に関する予備調査、土地等の土壌汚染に関する
利用履歴調査等の業務を行います。
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⑥ 土地調査等業務
土地登記簿、建物登記簿、戸籍簿などの調査や居住者などからの聞き取
りなどにより権利者の調査を行います。また、事業必要な土地の境界確
認や測量をおこないます。

用地調査

⑧ 補償金額の算定業務
取得する土地に関する算定、残地に生じる損失に関する算定、建物等の物
件や営業その他通常生じる損失に関する算定、時間の経過に伴う再算定、
成果品の精度監理に関する業務などを行います。



⑩ 公共用地交渉業務
関係権利者の特定、補償額算定書の照合、交渉方針の策定等を行ったうえ
で、権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、事業に必要な土地の取得
に関する協力を求めることなどを行います。
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⑨ 補償に関する相談業務
相談所の設置、事業に関する情報の発信、苦情の受付、補償相談対応な
どを行います。

公共用地交渉

⑪ 補償説明業務
補償の方針、用地交渉の方法、事業に必要な土地の取得に関する協力を得
るために必要な事項の説明を行います。



⑬ 用地管理業務
取得した事業用地が不法に占拠されたり、ごみを投棄されないため、フェ
ンス等の設置、除草、パトロール等の管理を行います。
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⑫ 各種必要書類の作成業務
支払書類、契約書類、税務関係書類の作成を行います。

管理・施行

⑭ 公共用地等取得に関する工程管理業務
計画された期間内に用地取得が完了するように、収用手続きへの適時適切
な以降も視野に入れ各業務の進捗状況等の管理を行います。



⑯ 未取得等用地調査業務
道路・河川等の共用開始後であるにもかかわらず所有権の移転登記がな
されていない土地が存在することがあり、その原因と事後処理について
調査検討を行います。
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⑮ 工事損傷等に関する調査算定業務
事業の施行により第三者に生じるおそれのある日陰、水枯渇、建物損傷
などの損害に対応するために、事前調査、事後調査、費用負担額の算定、
関係人への費用負担内容の説明を行います。

管理・施行

⑰ 事業認定申請図書等の作成業務
⑱ 裁決申請書等の作成業務

任意での用地取得が困難な場合、土地収用法の手続きに移行することが
あります。収用手続きを行うため、事業認定申請図書や裁決申請書等の
作成を行います。
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内閣官房HPより引用
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内閣官房HPより引用
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内閣官房HPより引用
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内閣官房HPより引用
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内閣官房HPより引用



36

内閣官房HPより引用
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内閣官房HPより引用



用地調査点検等技術業務 等の概要
• 工程管理補助
• 用地調査等業務成果の点検・調製確認
• 用地関係資料の作成
※以上、四国地方整備局が定める用地調査点検等技術業務の内容

起業者からの協力依頼に応えるため点検内容等を再構成した以下の業務を
実施済みまたは実施中

令和６年度
工損事後調査点検等技術委託業務（６件）
※防災、減災国土強靭化のための５箇年加速化対策 対応

令和７年度
工損事後調査点検技術委託業務（６件）
※防災、減災国土強靭化のための５箇年加速化対策 対応

物件点検等技術委託業務（１件）



用地補償総合技術業務の概要

１．概況ヒアリング等

２．現地踏査等

３．権利者の特定
４．補償額算定書等の照合（基準及び運用方針等に適合しているか照合）

５．補償金明細表の作成

６．公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉用資料の作成
７．権利者等に対する公共用地交渉等

①調書の説明及び確認（調査職員の指示により、調書内容の説明、確認を受けた上で署名押印を得る）

②補償内容等の説明（調査職員の指示により、補償内容等を説明し理解を得る）

③損失補償協議書の交付及び説明（調査職員の指示により、協議書の交付及び説明を行う）

④補償契約書案の説明及び補償契約の承諾（調査職員の指示により、補償契約書案を交付及び説明を
行い、承諾を得る。承諾を得られた後、補償契約書等に署名押印を得る。）

８．公共用地交渉後の措置
９．移転履行状況等の確認等後の措置
１０．その他の業務



災害時における緊急業務に関する協定書について

国土交通省四国地方整備局と一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国
支部の災害時における用地測量及び物件調査等の緊急業務の実施に関する協
定（一部抜粋）
（目的）

第１条 この協定は、地震、風水害等により広域的かつ大規模な災害が発
生した場合に、整備局又は整備局所管の事務所等が必要とする業務を実
施するにあたり、協会支部は、これを支援するため、業務の遂行に必要
な技術者等の確保及びその動員の方法を定め、もって、被害の拡大防止
と被災説の早期復旧に資することを目的とする。

（業務の実施方法）
第３条 整備局は災害が発生した場合において必要と認めるときは協会支

部に対して、速やかに業務を実施しうる協会支部の会員の調整を依頼す
ることができるものとする。

（地方公共団体からの要請に基づく特例措置）
第７条 整備局及び協会支部は、整備局が管内の地方公共団体から第３条

第１項に準じた要請を受けたときは、特例措置として本協定を準用して
適用するものとする。この場合、第３条以下において「事務所等」とあ
るのは、「整備局管内の地方公共団体」と読み替えるものとする。
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災害時における緊急業務に関する協定書について
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